
◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第380号（H28.12.9）◆◆◆ 

  

＝はじめに＝ 

このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故

情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を

他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただく

ことを目的として配信しています。 
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◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【1.重大事故等情報＝5件】（12月2日～12月8日分） 

(1)法人タクシーの死傷事故① 

12月4日（日）午後6時01分頃、宮崎県の市道において、同県に営業所を置く法人

タクシーが空車で運行中、右側から横断してきた歩行者をはねた。 

この事故により、歩行者が死亡した。 

現場は、片側1車線の直線道路で、歩行者は信号も横断歩道もない場所を横断し

ていたところはねられた模様。 

 

(2)法人タクシーの衝突死傷事故 

12月6日（火）午前8時45分頃、東京都の都道交差点において、都内に営業所を置

く法人タクシーが運行中、当該交差点手前で乗客を降ろし、当該交差点を右折す

るため右折レーンへ進路変更したところ、後方から走行してきた乗用車と衝突し

た。 

はずみで当該タクシーは、信号待ちのため停車していたオートバイと軽乗用車に

衝突後、歩道に乗り上げ、歩道にいた自転車と歩行者とはね、標識柱に衝突して



停止した。 

この事故により、自転車運転者が死亡し、歩行者が重傷、乗用車、軽自動車、オ

ートバイ、当該タクシーのそれぞれ運転者が軽傷を負った。 

 

(3)法人タクシーの死傷事故② 

12月7日（水）午後4時45分頃、岩手県の県道において、同県に営業所を置く法人

タクシーが空車で運行中、道路を横断中の歩行者をはねた。 

この事故により、歩行者が死亡した。 

現場は片側1車線の直線道路で、歩行者は信号のない横断歩道の手前付近を道路

右側から横断していたところはねられた模様。 

 

(4)個人タクシーの衝突死傷事故 

12月3日（土）午後5時00分頃、福岡県において、同県に営業所を置く個人タクシ

ーが空車で運行中、病院建物の1階部分に衝突した。 

この事故により、3名が死亡し、1名が重傷、6名が軽傷を負った。 

 

(5)大型トラックの酒気帯び衝突事故 

12月3日（土）午後5時20分頃、秋田県の国道において、青森県に営業所を置く大

型トラックが運行中、赤信号で停止していた乗用車に気付くのが遅れ追突した。

追突された乗用車は、さらに前方のトラックに衝突する多重事故となった。 

この事故により、乗用車の運転者が軽傷を負った。 

事故後の警察の調べで、当該大型トラックの運転者の呼気からアルコールが検出

された模様。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 上記5件の死傷者数計：死亡6名、重傷2名、軽傷11名（速報値） 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【2.自動車局による年末年始の輸送等に関する安全総点検のお知らせ】 

（新着情報） 

 

自動車局では、輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始に鑑み、自動車運送

事業者による自主点検等を通じた安全性の向上を図るため、年末年始の輸送等に

関する安全総点検実施計画を定め、その点検実施状況について査察を行います。 

 

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。 

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000278.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 



【3.ドライブレコーダーの映像の適切な管理の徹底について】 

（配信日：H28.12.2） 

 

今般、タクシーに装備されたドライブレコーダーにより後部座席の乗客が撮影さ

れた映像がテレビ等で放映されるという事案が発生したことから、映像の適切な

管理の徹底について関係団体あて通知しました。 

 

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。 

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000277.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【4.貸切バス事業者に対する重大な行政処分の公表期間を延長します】 

（配信日：H28.12.2） 

 

平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を受けて6月3日に

「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめら

れました。 

これを受けて、12月1日より貸切バス事業者に対する重大な行政処分の情報につ

いて、ホームページに掲載する期間を3年から5年に延長します。 

 

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。 

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000275.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【5.貸切バス事業者に対する監査・処分の実効性の向上について】 

（配信日：H28.11.18） 

 

国土交通省では、貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通

達改正を行います。（平成28年12月1日から施行） 

 

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。 

→ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/top/data/notice-transmittal.pdf 

 

（主な内容） 

・街頭監査実施中に法令違反を確認した場合、改善されるまでは運行させません。 

・営業所での監査中に違反を確認した場合、改善を確認するための監査を30日以

内に行います。 

 改善できていなければ3日間の事業停止とし、さらに改めて30日以内に監査を

行い、改善できていなければ許可取消とします。 

・営業所での監査結果に基づき、バス車両の使用停止という行政処分があります



が、営業所で保有する車両数全体の8割を使用停止させます。 

・輸送の安全に特に関係する「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違

反を中心に、バス車両の使用停止のベースとなる処分日車数を引き上げます。 

  

本年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて設置された「軽井沢スキーバス事故対

策検討委員会」において6月3日に「総合的な対策」が取りまとめられました。 

これを受け、本格的なスキーシーズンを迎える前に、悲惨な事故を二度と起こさ

ないと決意し、貸切バス事業に関する監査基本方針と行政処分基準の改正を行い

ます。法令違反を早期に是正させ、もし改まらない場合には、貸切バス事業から

退場させる仕組みに改正します。 

 

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。 

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000273.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【6.貸切バスの安心・安全な運行のため、運転者への指導・監督を強化します】 

（配信日：H28.11.18） 

 

平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、二度と

このような悲惨な事故を起こさないよう、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会

において徹底的な再発防止策について検討が行われ、6月3日に「安全・安心な貸

切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめられました。 

そのうち、初任運転者等に対する実技訓練の義務付け、ドライブレコーダーの装

着、これによる映像の記録・保存等の義務付け等について、以下の告示改正等を

行います。 

 

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。 

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000272.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【7.貸切バスの安心・安全な運行のため、制度改正します】 

（配信日：H28.11.18） 

 

平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、二度と

このような悲惨な事故を起こさないよう、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会

において徹底的な再発防止策について検討が行われ、6月3日に「安全・安心な貸

切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめられました。 

そのうち、実施の目途が平成28年中とされている、運行管理者の必要選任数の引

上げ、補助席へのシートベルトの設置義務付け等について、以下のとおり省令、

告示を改正することとします。 



 

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。 

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000223.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【8.事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の使用禁止の徹底について】 

（配信日：H28.11.18） 

 

国土交通省では、事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止を徹底するよう従

来から機会あるごとに強力に指導してきたところです。 

しかしながら、平成28年11月10日に、北海道のバス事業者の運転者が、東京都の

バスの元運転者が、それぞれ覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたとの報道があ

りました。 

事件は現在、警察の捜査が進められておりますが、国土交通省としては、覚醒剤

を使用して運行なされた可能性もあり、これは、輸送の安全を使命とする自動車

運送事業者の信頼を大きく失墜させる決してあってはならない悪質なものであ

り、誠に遺憾です。 

このため、下記の事項について徹底を図るよう事業者団体に対して通知しました。 

 

                                    記 

 

1.運転者のみならず、従業員に対して、外部の専門的機関も活用しつつ、覚醒剤

等が身体に与える影響について十分理解させ、覚醒剤等の使用が輸送の安全をお

びやかすことを再認識させるよう指導すること。 

 

2.点呼時のみならず、運転者の行動や健康状態の把握を徹底し、覚醒剤の使用、

異常な感情の高ぶり、睡眠不足等の確認をすること。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【9.乗務中の携帯電話・スマートフォンの使用禁止の徹底について】 

（配信日：H28.11.11） 

 

今般、大阪府門真市において、貸切バスの運転者が運転中にスマートフォンを用

いてゲームアプリを操作するという事案が発生したことから、業務中の携帯電

話・スマートフォンの使用禁止の徹底について関係団体あて通知しました。 

 

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。 

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000270.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 



【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】 

発行 国土交通省自動車局安全政策課 

＊このメルマガについてのご意見は、＜ jiko-antai@mlit.go.jp ＞までお

寄せください。 

よくある質問（配信登録の解除方法等） 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html ） 

＊ご登録されたメールアドレスの変更は、配信登録を解除していただき、新た

に配信登録をお願いします。  

配信登録を解除する場合は、以下のアドレスで登録解除することができます。 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/stop.html ） 

 

【参考】 

＊自動車局ホームページ 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html ） 

 

＊自動車の不具合情報はこちら 

最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そ

んな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」

に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカ

ーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用

されます。 

・ホームページ受付 （ www.mlit.go.jp/RJ/ ） 

・フリーダイヤル受付 0120－744－960 

（平日9:30～12:00 13:00～17:30） 

・自動音声受付    03－3580－4434（年中無休・24時間） 

 

＊自動車のリコール等の通知等があったときは！ 

使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は

改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表された

ときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要にな

ったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自

動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れず

に修理を受けましょう。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 


